
 

 

 

 

 
Ⅰ 事業の背景、目的等 

ワークシェアリング・フレックスワーク制度を導入し高齢者雇用の延長へ 

株式会社北陸精機  

１．会社概要 

所在地 富山県魚津市 

設立年 １９５９年（昭和３４年） 

事業の種類 

具体的事業内容 

一般産業用機械加工 

製缶工場・精密板金工場・機械工場 

従業員数 

55歳以上の高年齢者率 

１０３名 

５５歳以上の高年齢者率 ２５．２％ 

定年年齢 ６０歳 

継続雇用制度 選別基準による６５歳再雇用 

 
株式会社北陸精機は、自動化装置や除雪装置の製造を主力とし、魚津市内に製缶

工場、機械工場、精密板金工場の３工場を有している。  
 
２．高齢者雇用状況 

  現従業員数は１０３名で、６０歳以上が２６名在籍しており、全従業員数に占め

る割合は、２５．２％となっている。内非正規社員（社会保険非加入）として６０

歳以上の１２名が、短日数勤務で機械加工、組立、機械屑の清掃に従事している。 
 

合計 44 歳以下 45～54 歳 55～59 歳 60～64 歳 65～69 歳 70 歳以上 

103 名 58 名 19 名 10 名 14 名 2 名 - 

100.0％ 56.3％ 18.4％ 9.7％ 13.6％ 1.9％ - 

 
  高年齢者雇用安定法改正前は、社員の定年は満６０歳とし、定年後も継続して勤

務することを希望する場合には会社が認めた場合のみ、引き続き嘱託として雇用し

ていた。雇用契約は１年ごとに更新し、業務の都合によって配置転換及び職務内容

の見直しを行うこともあった。  
 改正後（平成１８年４月１日）は、社員の定年は満６０歳とするが、高年齢者雇

用安定法第９条第２項に基く労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基

準の何れにも該当する者については、一年ごとの契約更新により、満６５歳まで再

雇用している。  
 ① 引き続き勤務することを希望していること  
 ② 直近の健康状態が業務遂行に問題ないこと  
 ③ 無断欠勤がなく、過去１年間の出勤率が８０％以上で当社就業規則に定める

懲戒処分対象者でないこと  
※前項の規定に関わらず、さらに会社が必要と認めた場合には、年齢制限を設けず再雇用する。 
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３．事業の背景、課題 

当社は、製缶工場、機械工場、精密板金工場の３工場を有している。高年齢者雇

用の課題となると、各工場や各工程における作業が水平展開されていることから、

作業非効率や、不良姿勢が多く発生し、高年齢者にとっては厳しい作業環境となっ

ていた。  
また、高年齢者のもつ職業能力（技能・技術等）にバラツキがあり、スキルアッ

プを図る必要がある。そこで、高年齢者の積極的な雇用促進を図っていくには、高

年齢者雇用の阻害要因を克服して、職域の確保、高年齢者の就業ニーズに応える選

択肢の確保、労使双方の納得した賃金、処遇整備が課題であり急務となっていた。 
  とりわけ、従業員の高齢化が急速に進む中で、定年後の再雇用制度を進めるに当

たり、勤務日数、勤務時間、賃金（公的年金との併給調整）等、高齢者がどのよう

な就業ニーズを持っているか把握し、どのように応えていくべきか検討するために

新就業形態の検討に至った。  
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４．事業の目的 

  定年退職した社員を再雇用することは、新規採用社員と比較すると、就業率、定

着率、技術、技能等における労働力としての安定性・信頼性の高さは比較出来ない

ほどのメリットがある。また、若年労働者に対する技能等の伝承や意欲面の動機づ

けの効果が期待される。働く側からみれば在職老齢年金の受給により経済的余裕が

得られる。  
当事業では働く個人の健康や生活環境、ライフスタイルの変化や多様なニーズに

対応したワークシェアリング、フレックスワークを導入することにより、就業機会

を確保し、フルタイムでない働き方による余暇の利用を図るなど、労使ともに利益

を得る勤務制度の導入を目指すこととした。  
 
 
 
Ⅱ 検討体制と活動 

 １．検討体制 

 社長を委員長とした推進委員会を設置し、その下部組織に事業の詳細を検討・調

査・実施を行う推進実行会議を設置した。  
 推進委員会は月に一回会議をもち、毎回テーマを設定し、委員による議論形式で

委員会を進行し取組みを決定して行った。また、必要に合わせて会議を開き、メン

バーによる議論を重ね、推進委員会にその旨報告して、常に結論を得るよう努めた。

時には他の管理者を参考に同席させて意見を聞く等し、高齢者雇用の意識を高める

効果も期待できて大変良かった。  
 

高年齢者就業形態開発支援事業推進委員会委員名簿（H19.4.1 現在） 

区 分 所 属 役 職 年齢 内部/外部 

委員長 （株）北陸精機 社長 68 内部 

委員 （株）北陸精機 専務 60 内部 

高齢従業員 （株）北陸精機 技術顧問 68 内部 

開発事務担当者 （株）北陸精機 総務課長 50 内部 

外部委員 岩井社会保険労務士事務所 所長 50 外部 

外部委員 （社）富山県雇用開発協会 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ- 68 外部 

 

高年齢者就業形態開発支援事業推進実行会議名簿 

区分 所属 役職 年齢 内部/外部 

高齢従業員 （株）北陸精機 技術顧問 68 内部 

開発事務担当者 （株）北陸精機 総務課長 50 内部 

外部委員 岩井社会保険労務士事務所 所長 50 外部 

外部委員 （社）富山県雇用開発協会 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 68 外部 
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 ２．活動概要 

 （１）１年度目  
   ① 高年齢者従業員（５５歳以上）の労働意欲と就業ニーズ把握のためアンケ

ート調査の実施  
 ② 雇用管理診断システムチェックリスト（経営者、管理者、従業員）の実施  

   ③ 在宅勤務・ワークシェアリング・フレックスワークの検討  
   ④ 事業所、各部署の業務を棚卸、６０歳以降の就労可能な就業場所及び就業

形態の検討  
   ⑤ ５５歳以上対象者の保有スキルの登録方法の検討  
   ⑥ 先進企業の実態調査と視察、意見交換  
 
（２） ２年度目  
 ① アンケート調査結果に基づき、ワークシェアリング、フレックスワーク希

望者を試行実施し成果、課題等を分析  
   ② 定年１年前に再雇用希望を確認し登録  
   ③ ５５歳以上の保有スキルの登録  
   ④ 先進企業の実態調査と視察、意見交換  
   ⑤ ６０歳以降の就業（再雇用者対象）に関するアンケート調査の実施  
 
 

 Ⅲ 事業内容と結果 

 

 １．現状調査・分析 

 （１）雇用管理診断システムチェックリスト  
   標記チェックリストは経営者、職場管理者、従業員三者による高年齢者雇用に

係る問題の構造（三者比較チャート図）を明らかにし、問題（問題構造の５要素）

ごとに改善を提案することを目的としている。診断結果は以下のとおりである。

（経営者１名、管理者８名、従業員１５名より回収）  
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５要素別改善提案事項 
 
問題構造の５要素 診断の視点 考察結果 

改正高齢法の理解 

 

 

改正高齢法の理解について、

共通の認識をもっているか。

 

・経営者は理解不足、管理者、従業員は７割程

度理解している。特に経営者に周知が必要で

ある。 

高齢者雇用の方針 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者を積極的に雇用、活用

していく意図と、従業員も定

年後働き続けたいと思って

いるか。 

 

 

 

 

・「基準による段階的雇用」を可能と考えている。

・管理者においては、高齢者雇用可能と考えて

いるも積極的な活用となると、約７割程度の

理解しかえられていない。 

・従業員においては、「定年後も働きたい」と回

答した者が約９割弱である、年齢別では、年

金満額年齢までが７割、６５歳以上が４割強

となっている。 

高齢者雇用の環境 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者雇用の実績がある中

で、高齢者が担当する業務の

拡大に期待がもてる、また、

従業員も働き続ける必要度

が今後高くなっていくとい

う認識があるか。 

 

 

・経営者は高齢者雇用の実績と今後の見通しに

ついて仕事があり、期待出来るとの見方を示

した。 

・約７割の管理者が高齢者適応業務確保につい

て、可能と回答、職域拡大については、６割

が必要であるとの結果。 

・７割の従業員が経済的安定を求めて、「同社、

同職場」で働くことを希望している。 

高齢者の労働力としての魅

力、また雇用における会社と

してのメリットについて、共

通の認識があり相互に自信

と信頼がえられているか。 

 

 

・経営者は、高齢者の技術、技能の伝承、部下

の育成について高く評価し、人的資源の確保

に満足している。 

・管理者においては、経営者と同様に評価して

おり、評価点は８割強となっている。 

・従業員は技術、技能の伝承、部下の育成につ

いては約７割程度の評価、また責任感等につ

いては８割強となっている。 

高齢者雇用に対す

る認識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の労働力としての問

題点、また、雇用における会

社としての問題点について

共通の認識があり改善意識

があるか。 

 

・健康面の不安、意欲が課題。 

・新技術への不安、投資効果への不安が課題。 

・経営者は、能力、意欲、体力のバラツキを不

安に感じており、コストアップを懸念してい

る。 

・管理者、従業員は、定年後の人間関係を懸念

している。 

継続雇用制度の認

識 

 

 

定年制、継続雇用制度等の現

状と方向について、共通の認

識があるか。 

 

・経営者は継続雇用制度（基準設定、段階的引

上げ）について理解不足。 

・管理者は、理解していない。周知が必要であ

る。 

・従業員は制度について８割程度理解している。
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 （２）６０歳以降の就業に関する意識調査結果（男女）  
  実施時期：  平成１９年９月実施  
  対 象 者：  ５０歳以上～６０歳未満の現役従業員（２０部配布）  
  回 収 率：  ７５％ 男子１３名・女子２名  
  目 的：  ６０歳以降の就業ニーズを把握し、定年後の再雇用制度をどのよう

に設定すべきか検討資料とするため  
主な項目：  労働時間・勤務日数・賃金（公的年金との調整）・何歳まで働きたい  
      か 等  

 
 〔調査結果概要〕  
  ◇就業意欲  

定年後の就労意欲を尋ねたところ、９割の者が「働き続けたい」と回答した。

その理由としては、「年金だけでは生活できない」「生活の不安」等、経済的理由

が多くみられた。  
 

◇再雇用後に重視する点  
「賃金・年金バランス」「今までと同じ仕事ができる」「一日の労働時間」を重

視する者が多く、働き方については「今の会社で同じ職場で同じ業務」を希望す

る者が約８割存在した。また、体力的、精神的負担を理由に別会社を希望する者

はほとんどおらず、現在の慣れ親しんだ会社で、技術・技能を活かしたいと希望

する者が多くみられた。  
 

◇不安事項  
約４割が「健康・体調」に不安を感じており、「賃金・年金」については約２割

存在した。  
 

◇ライフプランについて  
６０歳以降の生活設計については「多少考えている」「あまり考えていない」に

二分された。また、６０歳以降に備えて現在実施していることを尋ねたところ、

「健康の維持・管理」を意識している者が多くみられた。  
 
 
（３）６０歳以降の就業（再雇用者）に関するアンケート調査結果  

  実施時期： 平成２０年１１月実施  

  対 象 者： ６０歳以上の再雇用従業員（１２部配布）  
  回 収 率： １００％  
  目 的： 定年後の再雇用満足度を把握し、検討資料、今後の継続雇用制度を

充実させることを目的とするため  
  主な項目： 満足度・不満足度  
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〔調査結果概要〕  

0%
4.2%
4.2%
4.2%

8.3%
33.3%

45.8%

0 10 20 30 40 50

その他

家庭に入ってもすることがない

今後に備えて貯蓄

働きたい

向上心を持ち続けたい

生きがいのため

経済的に必要

再雇用制度を利用した理由（ＭＡ）

再雇用を利用した理由については、

「経済的に必要」が最も多かったもの

の、現役従業員が経済的理由を上位に

挙げたのに比べ、「生きがいのため」

と回答した者も３割存在した。 
N=24

大変満足
8.3%

満足
50.0%

やや不満
41.7%

不満
0.0%

休日日数についての満足度

大変満足
0.0%

満足
8.3%

やや不満
58.4%

不満
33.3%

再雇用後の給与面についての満足度

労働時間には概ね満足

しているものの、休日

日数については、「やや

不満」と回答した者が

約４割存在した。 

再雇用後の賃金について尋ねたところ、

満足している者は８．３％に留まり、不

満であると回答した者は９割にものぼ

った。主な理由としては、「年金がカッ

トされる」「賃金が少ない」といった声

が聞かれた。

0%

0%

16.7%

25.0%

58.3%

0 20 40 60 80

その他

未経験仕事への配置転換

不安ない

体力的に働けるか

退職したら生活できるか

再雇用における不安

再雇用における不安については退職後の生

活について不安を感じている者が多く、前

述の賃金についての不満にも見られるよう

に、経済面での不安が大きいようである。

一方で、体力面での不安をあげる者も２割

ほど存在した。 

N=12

大変満足
0.0%

満足
83.3%

やや不満
16.7%

不満
0.0%

労働時間についての満足度

N=12

N=12

N=12
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 （４）高年齢者就業「可否」調査  

高年齢者の職場確保促進の一端として、全社的に業務の棚卸を実施した。まずは、

社内の業務を部署・課・係（作業現場）の６箇所に分類し、可否調査票を作成した。

これらの調査票は各職場に配布し、「６０歳以上の雇用適否」、「在宅勤務可否」、「短

日数勤務」、「フレックスワーク」が同職場において可能であるかについて調査を行

った。  
可否調査表（例） 

 
「製造管理・製造事務」                       ○＝可 ×＝不可 ▲＝概ね可 ☆＝設問対象外  

作業名 必要力量 

６０歳以

上雇用適

否 

在宅勤務

ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝ

ｸ （゙短日数

勤務） 

フレック

スワーク

①図面の見方 

 

部品図の理解 

組み図の理解 
○ × ▲ × 

②材料計画 

 

 

 

重量計算が出来る 

材料取が出来る 

購入品リスト作成が出来る 

入荷管理・在庫管理が出来る 

○ × ▲ × 

③工数計画 

 

 

 

 

製缶工数の積算・見積が出来る 

機械加工時間の積算・見積が出来る

組立工数の積算・見積が出来る 

現場工数の積算・見積が出来る 

工数指示が出来る 

○ × × × 

④工程計画 

 

 

 

 

１件毎にバー工程表が作成出来る 

１件毎にネットワーク工程表が作成

出来る 

工場全体の大綱工程表が作成出来る

社内工数の付加表が作成出来る 

○ × × × 

⑤工程設計 

 

工程順番の決定が出来る 

検査計画の決定が出来る 
○ × × × 

⑥予算計画 製造の実行予算書が作成出来る ○ × × × 

⑦社内交渉力 

 

工場・工程間の調整が出来る 

他部門へ改善要望が出来る 
○ × × × 

⑧仕入れ先と

の交渉力 

 

 

納期・金額交渉が出来る 

発注業務が出来る 

クレーム処理全般が出来る 

○ × × × 

⑨顧客との交

渉力 

 

工程的打合わせが出来る 

技術的打合わせが出来る 

クレーム処理全般が出来る 

○ × × × 

⑩一般事務 

庶務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上手な電話対応が出来る 

上手な来客対応が出来る 

パソコン・エクセルが出来る 

パソコンワードが出来る 

メールが出来る 

インターネットが使える 

パソコンの生産管理システムを理解

している 

作業日報の発行業務全般が出来る 

作業日報の入力業務全般が出来る 

○ ▲ ▲ ▲ 
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〔調査結果抜粋〕  
 
◇製造管理・製造事務（１０項目）  

作業内容 

①図面の見方、②材料計画、③工数計画、④工程計画、⑤工程設計、⑥予算計画、⑦

社内交渉力、⑧仕入先との交渉力、⑨顧客との交渉力、⑩一般事務・庶務 
 
 

60 歳以上雇用可否 全作業において 60 歳以上の雇用は可能である。 

在宅勤務 ①～⑨の作業においては「不可」⑩においては「概ね可」 

ワークシェアリング 

（短日数勤務） 
①、②、⑩については概ね可。その他は不可。 

フレックスワーク ⑩のみ「概ね可」、その他は「不可」 

 
  ② 営業（７項目）  

作業内容 

①図面の見方、②見積能力、③顧客交渉能力、④工程計画、⑤予算計画、⑥社内交渉

力、⑦仕入先との交渉力 
 
 

60 歳以上雇用可否 ①は設問対象外、その他については雇用可。 

在宅勤務 全てにおいて「不可」 

ワークシェアリング 

（短日数勤務） 
②のみ「概ね可」、その他は「不可」 

フレックスワーク ③のみ「概ね可」、その他は「不可」 

 
  ③ 総務課（５項目）  

作業内容 

①パソコン、②経理事務、③資金繰り、④労務管理、⑤庶務全般 
 
 

60 歳以上雇用可否 全作業において雇用可。 

在宅勤務 ①のみ「概ね可」、その他は「不可」 

ワークシェアリング 

（短日数勤務） 
①、②のみ「概ね可」、その他は「不可」 

フレックスワーク ①、②、④は「概ね可」その他は「不可」 

 
  ④ 営業事務（４項目）  

作業内容 

①パソコン、②営業事務一般、③板金班の製造事務補助、④庶務全般 
 
 

60 歳以上雇用可否 全作業において雇用可。 

在宅勤務 全作業「不可」 

ワークシェアリング 

（短日数勤務） 
全作業「不可」 

フレックスワーク 全作業「不可」 
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⑤ 製缶班（８項目）  

作業内容 

①図面の見方、②測定作業、③けがき作業、④穴あけ作業、⑤切断・曲げ作業、⑥溶

接作業、⑦製缶作業、⑧検査作業 
 
 

60 歳以上雇用可否 ①のみ設問対象外、その他については雇用可。 

在宅勤務 全作業「不可」 

ワークシェアリング 

（短日数勤務） 
②～⑦まで可。⑧のみ「不可」、①は設問対象外。 

フレックスワーク ②～⑦まで可。⑧のみ「不可」、①は設問対象外。 

 
  ⑥ 板金班（７項目）  

作業内容 

①図面の見方、②展開、③材料識別、④作業指示の理解、⑤機械作業、⑥溶接・仕上

げ作業、⑦検査・測定 
 
 

60 歳以上雇用可否 ③、④（設問対象外）以外雇用可。 

在宅勤務 全作業「不可」 

ワークシェアリング 

（短日数勤務） 
③、④（設問対象外）以外可。 

フレックスワーク ③、④（設問対象外）以外可。 

  

   ※ 工場板金、プレス作業については２級以上の資格があれば在宅勤務以外の就労は可。 

 
 
（５）５５歳以上従業員の保有スキルの登録  
 高い技術をもつ人材確保を目的として、スキル登録一覧表を作成した。  
 〔目的〕  

・納品先からの QCD[品質・コスト・納期 ]の要求に対応するため。  
・定年後の適材適所の配置、また若年者へ技術、技能等の伝承。  
・再雇用退職後も登録制度を設けて、スポット的に仕事が多いときは応援体制を

組むため。  
・その人しか出来ない仕事もあり、それらの対応のため。  

 
  ５５歳以上の従業員２７名を登録した。（平成２０年１２月現在）  
 

登録項目  

氏名、性別、生年月日等プロフィール、在籍区分、雇用形態、作業班、

資格情報（「ガス溶接」等）、職務経歴 etc 

 

104 
 



２．新就業形態の策定 

 （１）新就業形態の検討  
 定年後の再雇用に向けた新就業形態の検討に当たっては、本人との面談、アン

ケート結果を重要なポイントとした。それによると、厚生年金の段階的な支給引

き上げにより、少なくとも年金満額受給できるまではフルタイムで働き、その後

は社会保険に加入しない短時間、短日数勤務を望んでいるという現状が浮かび上

がった。  
 なお、生産現場における再雇用者の意向を踏まえた上で、生産効率がさらに上

がる就業形態として、「ワークシェアリング（短時間就労）」と「フレックスワー

ク」の２点を検討した。  
 
① ワークシェアリングの検討  
 ワークシェアリングを実施する業務として、６０歳未満の社員がいる第一組立

工場の機械部品加工を選定し、その作業の一部を再雇用者で試行を実施した。以

下はその取り組み方法である。  
 
  人 数： ３人１組２人工  
  対象者： ６０歳以上の再雇用者（自社）、発注先定年退職者（新規雇用）  

※機械部品の加工経験、技術等保有者  
  職 種： 機械部品加工、穴あけ、塗装、除雪機の組み立て等  
  工 程： 現在６０歳未満の社員が機械部品加工作業等実施（６名～８名）

している作業の流れ（プロセス）は下記のとおりである。  

 

 イ 資材置き場から加工機械までの運搬 

  ・加工品を手作業で数個ずつ台車にのせ、加工機械まで運搬

 

 ロ 加工機械で加工、穴あけ等 

 ・加工予定品等を加工機の側に移動、台車から加工台棚に手

作業で下から上に載せ、順次加工 

  ・出来上がった加工品を台車に載せ、次の塗装場へ運搬 

 

 ハ 塗装 

  ・台車で塗装場へ運搬、手作業で加工品を塗装台に積み上げ

  ・塗装完了品を手作業で台車に載せ、次の組立工場へ運搬 

 

 ニ 組立工場へ移動 

  ・台車上の組立品を手作業で順次作業台に載せる。 

  ・組立 
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  〔支援機の導入による作業負荷の軽減〕  
   前述したように、機械部品加工工場では、６０歳以下の社員が携わっている。

これらの作業は重量物の運搬、作業台への積み下ろし、加工、穴あけ等の繰返し

をする。  
今回、この作業を高齢者がワークシェアリング（短日数勤務、３人１組２人工）

で、新たな就業形態で就労するとなると、足腰を中心として筋力が低下している

高齢者にとって肉体的に負荷がかかり、作業能率が低下する。  
  従来は、高齢者となると、単に労働負担の軽い作業への転換や配置替えをする

といった消極的な考えがあった。これに対して、高齢者が引き続き従来の職場に

とどまり、基幹労働者として意欲をもって仕事に取り組むことができる仕組み作

りを実現するには、高齢者の加齢の意味を良く理解し、職場環境（阻害要因の排

除）を整えることが必要である。  
  そこで、支援機「電動リフター（搬送機械）」を導入することにより、鋼材、

加工品、組立品等をパレット上に載せて大量に移動させ、負荷を軽減した。また、

電動リフターを加工機械の横に固定することで、パレット上を作業台として使用

出来るので、積み下ろし作業も必要なくなり作業負担の軽減、作業安全確保にも

繋がり阻害要因の排除が出来た。  
   支援機を活用することにより、機械部品加工、組立の一部を高齢者でも、ワー

クシェアリング（短日数稼動）が可能であるとの結論に達し、委員会での試行了

解を得た。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 電動リフター 運搬 

② フレックスワークの検討  
今まで、機械の切削屑の掃除は、現場従業員が中心となって行っていたが、ベテ

ラン社員（技術、技能者）が行うことは、生産向上の視点から見ても非効率である

との声があった。そこで、今回の事業を機会に、同作業を含めたフレックスワーク

を検討した。業務量としては、フルタイムでの常勤勤務者に満たないため、短日数

勤務（社会保険加入なし）とし、自由に本人が勤務日を選択して会社側との調整を

行った上で勤務日を決定することした。  
 〔主な業務内容〕  
イ 工場内の機械周りの切削屑の清掃  
ロ 鋼材、加工品などの納品管理  
ハ 管理帳票の作成、伝票の整理等  
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（２）新就業形態の試行  
   フルタイム就労、ワークシェアリング短

日数就労（新就業形態）、フレックスワーク

（新就業形態）と就業形態が混在する工場

では、管理体制（人事、業務、安全）等に

おいて今まで以上に強化が求められる。新

就業形態の試行対象現場となる職場でも、

工場全体の稼動日（当社カレンダー）、休日

を基に勤務日を設定することが必要であり、

生産ラインへの影響があってはならないこ

とを念頭に３ヶ月間（Ｈ２０年８月～１０月）試行を実施した。  
作業の様子 

 
① ワークシェアリングの試行  
 試行期間： 平成２０年８月～１０月  
対 象 者： ３人１組２人工の働き方 （７０％稼動）  

Ａ氏・Ｂ氏・Ｃ氏 （定年後の再雇用者を更に延長）  
作業内容： 自動車関連部品加工、組立等  

原則月１４日勤務 ８：００～１７：００  
※今までは、６０歳以下の方が中心となって実施していた作業一

部を再雇用者が新就業形態として試行した。  
 

  〔９月試行例〕  
 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

Ａ氏 ○ ○    休日 休日 ○ ○ ○ 

Ｂ氏 ○ ○ ○ ○ ○ 休日 休日    

Ｃ氏   ○ ○ ○ 休日 休日 ○ ○ ○ 

 １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

Ａ氏 ○ ○ ○ 休日 休日    ○ ○ 

Ｂ氏    休日 休日 ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｃ氏 ○ ○  休日 休日 ○ ○ ○   

 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

Ａ氏 休日 ○ 休日 ○ ○ ○ ○ 休日   

Ｂ氏 休日 ○ 休日   ○ ○ 休日 ○ ○ 

Ｃ氏 休日  休日 ○ ○   休日 ○ ○ 

 
② フレックスワークの試行  
 試行期間： 平成２０年８月～１０月  
対 象 者： 新規採用の再雇用者  
       原則月１４日勤務 ８：００～１７：００  
作業内容： 切削屑の掃除及び納品（鋼材等）の管理、帳票の作成等  
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  〔９月試行例〕  
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

○ ○ ○ ○  休日 休日 ○ ○ ○ 

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

○   休日 休日 ○ ○ ○   

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

Ｄ氏 

休日 ○ 休日 ○ ○ ○  休日  ○ 

 
（３）新就業形態の効果測定  

   平成１９年度に策定、２０年度に３ヶ月間試行した「新就業形態」は試行時３

名であったが、現在対象者６名で実施している。  
ワークシェアリングについては、６０歳以下の従業員が中心となっていた作業

の一部を再雇用者に置き換えて実施していたが、現場における混乱もなく、生産

性の低下にも影響がないとの結果が出ている。４名のフルタイム勤務者の業務を、

６名の短日数勤務者で補うという形の雇用は、雇用率では、１５０％の雇用を創

出する結果となった。  
   また、フレックスワークは優秀な技能、技術者の有効活用と納品管理において

も非効率を省く２Ｓ（整理・整頓）を念頭に創設することができた。試行後も同

方法で導入し優秀な人材のサポート役として、在庫・不足品の管理に努め、現場

から信頼を得ている。  
上記のワークシェアリング及びフレックスワークの試行について、会社側、従

業員側（制度利用者）の双方にメリットを聴取した結果を下記にまとめた。  
 
〔人事担当者側の効果（人事担当者からの聴取）〕  
 ・人材不足（技術、技能者等）の対応策として大変良かった  
・社会保険料負担額の軽減  

   ・長年当社での経験、技術等があるので、仕事指示の簡略化に繋がる  
   ・安定性、信頼性、責任感への期待に応えてくれる  
   ・再雇用者への多様なニーズに応えられた  
   ・若年者への模範となる  
   ・技術、技能等の伝承  
   ・高齢者雇用への地域、社会への貢献  
   ・他社への波及効果（参考事例として他社も真似る）があった  
  

〔制度利用者側の効果（制度利用者からの聴取）〕  
 ・体力的に働く日数がちょうど良い  

   ・経済的に助かる  
 ・余暇活動が出来る  

   ・地域活動に貢献できる  
   ・健康保持に良い、家に遊んで居ても仕方がない  
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   ・技術、技能が活かせる喜びがある  
   ・雇用延長制度の一環としてワークシェアリングの働き方を創ってもらって助

かっている  
   ・今までの会社、職場で働けること幸せである  

 ・年金満額受給できて、さらに働けること大変良い制度である  
   ・通勤日数が少なくて良い  
 
 （４）今後の課題  
 施行を実施した結果、次のような問題点や課題が浮かび上がった。  
 
 ① ワークシェアリング  

   ・再雇用者（短日数勤務）と正社員との業務量のバランスをどうするか  
・正社員のフルタイム勤務者と短日数勤務者との重複業務の調整が必要である  
・短日数勤務者と正社員との人間関係では、正社員の理解が得ることが大切で

ある。定年後の再雇用者については、身分を二極化（嘱託者と見る）する傾

向にある  
・再雇用者の責任、組織での位置づけを明確にしておく  

   ・再雇用者の定義の周知（全従業員）  
   ・管理者のリーダーシップ（指導力、統率力）が特に必要である  
 
  ② フレックスワーク  
 ・定年後の新規採用であるが、試行後は仕事に馴れて特に問題はない  
 ・中途採用のため、特に職場の人間関係をうまくやってほしい  
 ・清掃業務、管理等の作業のため、特に５Ｓの基本を学ばせ、一部権限の委譲

も行う  
 
 
 

 
Ⅳ まとめ 

 従来は、会社が認める必要な人材を再雇用して、本人の就業ニーズに、耳を傾ける

ことなく無視していた感があり、労働者側からみれば、退職に至るか、我慢するかの

何れかを選択しなければならなかった。企業側から見れば、長年培った優秀な技術、

技能者を他へ放出する結果となっていた。今回、本事業での取組みを通して、ワーク

シェアリング（短日数勤務）、フレックスワーク制度の構築ができたことにより、定年

後の再雇用者の多様な就業ニーズ（意欲、健康、生活環境、ライフスタイル）に対応

できる働き方の一端を担うことが出来たことは、大きな成果である。 
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